
 この度、介護保険法施行規則の一部改正により、要介護認定（新規・区変・更新）申
請書に、医療保険者番号の記入欄が設けられました。
 これにより、第２号被保険者に限らず、第１号被保険者の医療保険の加入状況を記載
する必要が生じます。
 この改正を受け、本市では、令和４年４月以降の要介護認定申請の取扱いを下記のと
おり整理しましたので、ご承知おきください。

・代行申請の際、各認定申請書における医療保険被保険者記入欄が正確に記入されて        
いるか、確認をお願いします。
・原則として、利用者の医療保険被保険者証の原本・写しの添付は不要です。
・例外として、利用者の医療保険が尾張旭市の国民健康保険又は後期高齢者医療以外の
場合、お手数ですが医療保険被保険者証の写しの添付をお願いします。

令和４年４月以降の要介護認定申請について



医療保険証に記載のある保険者番
号・記号・番号・枝番を記入して
ください。 
 



新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

 令和２年２月１８日及び令和２年４月７日付厚生労働省からの通知に基づき、新型コロナウ
イルス感染症の影響で訪問調査が行えない場合に要介護認定及び要支援認定の有効期間を延長
することができます。

〇 有効期間の延長について
  現在の介護度のまま、従来の有効期間に１２か月の期間を合算します。

〇 対象者
 1. 更新申請のうち、介護保険施設や病院等において面会禁止の措置が取られ、認定
  調査が困難な方
 2. 更新申請のうち、感染拡大防止を図る観点から、面会が困難な方

〇 申請方法
  更新申請の際に「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算に係
  る申出書」をご提出ください。 
 

発送日については長寿課介護保険係までお問い合わせください。   



要介護認定の有効期間の延長について

 今般、要介護認定申請者の負担の軽減を図るとともに、本市における要介護
認定関係事務の負担の軽減を図るため、令和４年４月１日以降の審査分より要
介護認定の有効期間の上限を３６か月から４８か月に延長します。                                                            


